
取引適正化調査室

取引適正化調査室は、取適法違反を調査し、違反者に対しては
勧告等により違反行為の是正を求めるとともに、減額した代金を
支払わせるなどの措置を採っています。
取適法の勧告件数は、年々その数を増やしており、令和６年度

は、勧告を受けた親事業者名の公表を開始した平成１６年４月以
降、最も多い２１件の勧告を行いました。さらに、令和７年度は、
２月２０日現在で３０件の勧告を行っており、令和６年度の勧告
件数を大幅に上回っています。
取適法は令和８年１月に施行されたばかりで社会の関心が高

まってます。是非、この機会に取適法の執行に一緒に取り組んで
みませんか？

取適法違反事件の処理手順

取引適正化調査室とは

中小受託事業者事業者等
からの申立て

当該製造委託等取引に係る事業の
所管官庁・関係公的機関からの通知

中小企業庁⻑官
からの措置請求

委託事業者からの
自発的な申出

委託事業者・
中小受託事業者
に対する定期調査

委託事業者に対する調査・検査

勧告（公表） 指導・助言 違反事実なし等

改善報告書（又は計画書）
の提出

改善報告書（又は計画書）
の提出

独占禁止法に基づく排除措置命令・課徴金納付命令


